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差別禁止法
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○法制度創設の必要性

１．あらゆる分野を包括する差別禁止法の必要性についてどう考えるか

必要である。

実質的な差別禁止（機会均等）は、すべての障害者が障害のない人と平等にすべての日常生活や社会参加を行うための基礎となると考える。

　障害者の生活という点からみた時には、様々な分野での差別は密接不可分につながっている。例えば、雇用の推進という一つの分野から見ても、交通や住居のアクセス、教育期からインクルージョンの実現は不可欠である。

ちなみに、障害者権利条約においては第２条、第４条、第５条等の総則規定において差別禁止規定がなされており、これらの規定は、第10条以下の全ての個別条項に係るものである。

○差別の定義

１．総則的定義をどのようにするか

「直接差別」、「間接差別」、「合理的配慮を行わないこと」という差別の３類型を規定すべきである。

「直接差別」は、障害に基づいて制限・排除・分離・拒否等により不利益となる取り扱いを行うこと、「間接差別」は、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招き、又は結果を招く恐れがある行為をおこなうこと、「合理的配慮を行わないこと」は、個別規定に定める合理的配慮を行わないこと、といった定義にするべきである。
２．個別分野別定義をどのようにするか

個別分野における差別は差別禁止法の実施上、重要なものになるものであり、書き込むべきである。例えば、地域生活の分野においては強制的な施設収容の禁止、教育の分野においては特別支援学校への通学の強制、医療分野における本人の同意のない治療やリハビリテーションの強制、などである。

３．抽象的な例外規定をどう明確化・限定化するか

　事業者側等による恣意的な解釈がなされないように間接差別の正当化に関する適用除外規定、合理的配慮の過度な負担に関する適用除外規定は規定すべきであるが、差別禁止法の適用において特定の障害者が排除されることがないよう法律を作り上げるべきである。

○個別分野

１．生活分野として、いかなる分野を規定すべきか

（例　地域生活、自己決定と法的能力、移動、建物、利用、情報保障とコミュニケーション、教育、就労、医療及びリハビリテーション、性、政治参加、司法手続、その他）

地域生活、教育、労働、利用及び移動に関するアクセス、意思疎通・情報伝達移動、サービス、不動産、医療とリハビリテーション、性と生殖、自己決定と法的能力、行政手続と行政サービス司法手続き、政治参加、等の分野における規定が考えられる。
○関係個別立法との関係

１．差別禁止に抵触する立法の改廃についてどう考えるか

　差別禁止法に抵触する法律の洗い出しと改正は必須であり、差別禁止法の立法作業と同様に重要な作業であると考える。

例えば、最新の調査によれば、443の法律に、障害者にかかわる欠格条項が存在する。特定の病気や障害についての欠格条項の新設は、2007年以後は見あたらず、1999-2004年当時の見直しで相対的欠格となったものが、ほとんどそのまま、存続している。成年後見の欠格と「心身の故障」などの取得後の欠格は新しい法律に取り入れられ続けている。（別紙資料参照）
　こうした状況をみると、差別禁止法に抵触する法律の洗い出しと改正は不可欠である。

　韓国では2007年の障害者差別禁止法の制定以降、抵触法の洗い出しを政府主導の下で進めている。
２．合理的配慮の具体化に向けた改正についてどう考えるか

　まずは差別禁止法において、各分野における合理的配慮の基本的な内容を規定する必要がある。そして、条例やガイドラインなどでさらに詳細に合理的配慮義務の内容や決定過程等を規定する必要がある。

例えば、都道府県の身体障害者むけ職員採用試験においてさえ、「自力通勤、介助なし職務遂行、活字印刷文対応」といった受験資格のために、受験することからも門前払いされている実態がある。そして試験において必要な配慮、合理的配慮が提供されないために（手話通訳、文字通訳がつかない面接試験など）受験しても合格が見込めない試験が広範囲にある。（別紙資料参照）
　こうしたことの是正のためにも必要である。

○救済機関

１．行政救済機関の設置についてどう考えるか

（１）必要性

救済機関としては、いわゆるパリ原則に基いた人権救済機関が必要になるが、さしあたっては、差別禁止法の救済機関として「障害者権利委員会」を内閣府の外局に設置すべきである。

その所掌事務としては、障害に基づく差別の解消に関する指針（ガイドライン）等の策定及び改定に関する事、障害に基づく差別による被害の救済及び予防に関する事項、障害に基づく差別の実態調査に関する事項、障害に基づく差別及び差別助長の防止のための人権啓発と広報に関する事項、障害をもつ人の差別の撤廃と権利に関する国際的又は国内の実施状況に関する情報の収集及び公開に関する事項、この法律の実施状況についての監視（モニタリング）に関する事項規則の制定、その他、権利委員会の任務を達成するための必要な事項が考えられる。そして、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにすべきである。
（２）地域との関係

　設置される救済機関については、地方･地域での救済のための地域組織も必要になると考える。

２．人権擁護法案との関係についてどう考えるか

　早急に整理すべき課題である。現政権が人権救済機関設置を方針として掲げており、議論の進展が望まれるところである。しかしここで大切なのは、障害者の差別について、権利条約等の規定する差別の３類型にもとづいた個別分野での差別事例への対応を行うことが可能な組織体形が必要であるという点である。人選や組織体制等、今までの人権擁護法の議論に束縛されない新たな議論が必要であると考える。
○相談支援機関

１．相談者の立場に立った支援のあり方と支援機関についてどう考えるか

　差別問題を解決するためには、既存の人権擁護機関は役に立っていないのが現状である。この理由の一つとして、権限の問題もあるが、本人の立場に立った仲裁等がされていないという点にある。人権の基準に基いて、本人の立場に立った相談体制を構築すべきである。これを、今後設置される救済機関の業務として位置づけるのか、議論が必要なところである。

○その他

（１）法の適用範囲

　差別禁止法は「障害に基く」差別を禁止する法律であり、適用範囲については、「全ての障害者」のみならず、過去に障害をもつという経歴を持つ者、障害があると看做され差別を受けた者、顔面の変形等から社会参加を妨げられている者も含めるべきである。また、障害者の関係者も適用されるべき、と考える。

（２）挙証責任について

　現行民法上の損害賠償請求は、被害の存在の証明を原告が行わなければならないが、差別行為について、その存在を証明するのは現実的に非常に困難な場合が多く、差別行為を是正し、無くすという差別禁止法の目的の達成が難しい。

　差別行為が、障害を理由にした差別ではない、或いは正当な事由がある、もしくは、合理的配慮の欠如において、不釣合いな又は過重な負担をともなうものであることに関する主張の挙証は、差別行為を受けたと主張する者の相手方がこれをしなければならないとすべきである。
